
令和７年７月１７日  

 

保護者 様 

 

豊橋市教育委員会  

 

「ラーケーションの日」取得に伴う学校給食の停止に係る届出期日の変更に関する 

Ｑ＆Ａについて（お知らせ） 

 

令和７年７月４日に通知しました『「ラーケーションの日」取得に伴う学校給食の停止に係る届出

期日の変更について』に関して、問い合わせが複数ありましたので、別紙のとおりＱ＆Ａを作成しま

した。 

 ９月以降に「ラーケーションの日」を取得される場合は、Ｑ＆Ａを参考にしていただきますよ

うお願いいたします。 

 

 

問い合わせ （ラーケーションについて） 学校教育課 豊田 ５１－２８２６ 

      （学校給食の停止等について）保健給食課 鈴木 ５１－２２５８ 

 

 

  「ラーケーションの日」取得に伴う学校給食の停止に係る届出期日の変更に関するQ＆A

No. 質問 回答

1 届出期日の変更は、いつからか。
令和７年９月１日以降に取得する「ラーケーションの日」が対象となりま

す。

2
今回変更された届出期日を過ぎると、「ラーケーションの

日」を取ったりやめたりできないのか。

今回変更した届出期日は、学校給食の停止や復活に関するものです。「ラー

ケーションの日」の取得や取り下げに関する期日の変更はありません。

3
○授業日前とあるが、始業式の日や夏休みなど、授業がな

い日は含まれないのか。

『○授業日前』の考え方としましては、土日祝日を除く平日を想定していま

す。ただし、夏休み期間中の学校閉庁日は平日でも『○授業日前』に含みま

せん。

4
４月以外は前月の１５日までが届出の期日とあるが、１５

日が土日や祝日等の場合はどうなるのか。

１５日が、No.３の『○授業日前』に含まれない日にあたる場合は、翌平日

を届出期日とします。例えば、令和７年９月１５日（月)は敬老の日で祝日

であるため、翌日１６日（火）が期日となります。また、令和７年８月１５

日（金）は学校閉庁日のため、期日は翌平日の８月１８日（月）となりま

す。

5
令和７年９月２２日（月）に「ラーケーションの日」を取

る場合は、いつが届出期日となるか。

前月１５日までが期日となりますが、８月１５日（金）は学校閉庁日のた

め、８月１８日（月）が学校への届出期日となります。

6
「ラーケーションの日」を取り下げる場合は、いつまでに

保護者から学校に届け出れば給食を復活できるか。

４月は取得日の１０授業日前まで、４月以外は、取得日の前月１５日までに

学校へ届け出た場合に、「ラーケーションの日」取り下げによる給食の復活

ができます。
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